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事業の譲り受けに関するお知らせ 

 

 

当社は、本日、西菱電機株式会社（以下、「西菱電機」）より「発券機システム」に関する事業（以下、「発券

機システム事業」）を譲り受けることについて、事業譲渡契約を締結しましたので、以下のとおりお知らせいた

します。また、本件事業の譲り受けは適時開示における軽微基準に該当します。 

 

 

１．事業譲受の理由 

本件事業に関しては、当社は西菱電機の取引先として関連機器を仕入れております。事業譲受により当社は

仕入や保守運用業務費の削減効果を得ることができます。また、機器製造の内製化を図ることにより発券機シ

ステムの製造・販売会社としての立ち位置も得ることができます。 

 

当社は、当該発券機システムを活用した広告モニター付き番号案内機器設置事業を展開し、２０２２年１２

月３１日時点で１６８の自治体との取引があります。今後は、当該広告用モニター付き番号案内機器設置事業

での競争力強化により、とりわけ自己負担で設置している自治体（約２００自治体、当社調べ）の機器入替の

タイミングでの「広告事業」としての導入の案内等で、より一層の事業拡大を推進できると考えております。 

 

更に「広告事業」としての導入が難しいと判断している自治体（約２００自治体、当社調べ）に対しても発

券機システム製造・販売会社としてアプローチすることで、新たな売上拡大の道が広がると考えております。 

 

西菱電機より引き継ぐお客様に対しましては、従来のサービスの質を維持する社内体制及び社外の協力体制

を整備し対応してまいります。 

 

 

２．事業譲受の概要 

（１）発券機システム事業の内容 

官公庁及び民間会社に対する発券機システムの製作、販売及び保守運用業務 

 

 

（２）発券機システム事業の経営成績 

 当事者間での合意により非開示とさせて頂きます。当該事業の売上は上記「１．事業譲受の理由」に記載の

とおり、当社としては仕入に該当し当該部分は部門売上に非計上となることを申し添えます。 



 

 

 

 

（３）発券機システム事業の資産、負債の項目及び金額 

 当事者間での合意により非開示とさせて頂きます。２０２３年３月３１日時点の在庫を含む資産の譲受が生

じますが、譲受価額は当事者間で協議の上、公正妥当な価格として合意しております。 

 

 

（４）譲受価額及び決済方法 

 ① 資産等の取得  （３）記載のとおり非開示とさせて頂きます。 

 ② 決済方法  当事者間での合意により非開示とさせて頂きます。 

 

当該事業譲受後、西菱電機より引き継ぐお客様に関する業務を含め、３カ月間を目途に関連業務を西菱電機

に委託する予定です。 

 

 

３．相手先の概要 

（１） 名 称 西菱電機株式会社 

（２） 所 在 地 兵庫県伊丹市藤ノ木３丁目５番３３号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 西井 希伊 

（４） 事 業 内 容 情報通信機器及びシステムの製作・販売・保守・運用 

（５） 資 本 金 ５億２，３０１万円 

（６） 設 立 年 月 日 昭和４１年１２月６日 

（７） 純 資 産 ５，５６０百万円（２０２２年３月期・連結） 

（８） 総 資 産 １０，９４１百万円（同上） 

（９） 大株主及び持株比率 三菱電機株式会社、２３．２１％（２０２２年３月３１日現在） 

（10） 
上 場 会 社 と 

当 該 会 社 の 関 係 

資 本 関 係 該当ありません 

人 的 関 係 該当ありません 

取 引 関 係 発券機システムの購入及び保守運用業務の委託 

関連当事者へ

の 該 当 状 況 
該当ありません 

 

 

４．日 程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 当社：２０２３年３月１６日、西菱電機：同年３月１７日 

（２） 契 約 締 結 日 ２０２３年３月１７日 

（３） 事 業 譲 受 期 日 ２０２３年４月１日（予定） 

 

 

５．会計処理の概要 

 本件の事業譲受は、企業結合会計基準上の「取得」に該当する見込みです。 

 

 

６．今後の見通し 

本件に関し、今後公表すべき事象が生じた際は速やかに公表いたします。 

 

以 上 


